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様式第１号（第３条関係） 



【協議会審議等内容】午後 2時 00分開会 

 

（森田福祉管理課長） 

 ただいまより令和７年度第３回足立区地域

保健福祉推進協議会を開催いたします。本日は、

年度末の御多忙な折、御出席くださいましてあ

りがとうございます。私は、本日司会を務めま

す福祉管理課長の森田でございます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。皆様に、日頃から足

立区の地域保健福祉の推進につきまして、御尽

力いただき、厚く御礼申し上げます。 

 開会に先立ちまして、皆様にお願いがござい

ます。携帯電話、スマートフォンにつきまして

は、電源をお切りいただくか、マナーモードの

設定をお願いいたします。 

 また、途中の休憩は設けずに進行いたします。

お手洗いは、各自で適宜お願いいたします。 

 それでは、お手元の資料の確認をいたします。

事前にお送りいたしました資料は、クリップど

めしております会議次第及び会議資料、情報連

絡２の別添資料、足立区の高齢者孤立死データ

分析結果、情報連絡９の別添資料、令和７年度、

令和６年度業務、足立区立学童保育室指定管理

者等評価委員会評価結果資料、それから協議会

委員名簿、以上４点でございます。 

 また、本日、席上配付いたします資料として、

重層的支援体制整備事業推進の手引きと記載

された冊子、こちらは後ほど報告事項の１番に

て御説明をいたします。資料が不足している場

合は、事務局に用意がございますので、挙手に

てお知らせください。 

 また、質問票をお持ちの方で、まだ提出され

ていない方は、挙手にてお申し付けください。

よろしいでしょうか。 

 それでは、協議会を進めます。 

 本協議会は、足立区地域保健福祉推進協議会

条例第６条第２項により、過半数の委員の出席

により成立いたします。本日は、全委員 50 名

中 36 名に御出席をいただいておりますので、

協議会は成立しております。（委員３名が遅れ

て入場し、出席３９名となった。） 

 初めに、区議会の推薦により、新たに委嘱さ

れた委員の方を紹介いたします。足立区議会議

員、岡田将和委員です。 

（岡田委員） 

 よろしくお願いいたします。 

（森田福祉管理課長） 

 なお、委嘱状は、席上に配付させていただい

ています。これをもって委嘱状の交付に代えさ

せていただきます。新任の委員の紹介について

は、以上となります。 

 それでは、菱沼会長、議事の進行をお願いい

たします。 

（菱沼会長） 

 それでは、ただいまから令和７年度第３回足

立区地域保健福祉推進協議会を始めさせてい

ただきます。 

 本日の議題は、お手元の次第のとおりとなっ

ております。いつものことですけれども、議題

のうち情報連絡事項については、時間の都合上、

説明を省略いたします。皆様からの活発な御意

見、御質問を頂くためにも、どうぞよろしくお

願いいたします。 

 また、この協議会の委員名や会議録などは、

区民の方へ公開することになっています。記録

の関係上、御発言の前に、団体名とお名前をお

っしゃっていただきますように、よろしくお願

いいたします。 

 それでは、審議事項から始めていきます。 

 まず、審議事項１、足立区地域保健福祉計画

策定部会の今後についての案を森田福祉管理

課長から説明をお願いします。 

（森田福祉管理課長） 

 それでは、資料の１ページを御覧ください。

件名は、足立区地域保健福祉計画策定部会の今

後について（案）でございます。 

様式第２号（第３条関係） 



 項番１、策定部会の現状でございます。本推

進協議会には、四つの部会を設置していますが、

そのうちの一つである地域保健福祉計画策定

部会につきましては、計画策定の議論を行う場

として、令和４年度に設置し、令和６年度末に

計画策定が完了したため、現在、休会中となっ

ております。 

 項番２、今後の方針でございます。当初は、

この策定部会を推進部会に改称し、地域保健福

祉計画の進捗管理を行う予定でございました

が、当初の予定から変更し、推進部会へは改称

はせず、この計画の進捗状況は、今後この本推

進協議会の審議事項として付議していきたい

と考えています。その理由は、以下の２点です。 

 １点目は、括弧１のアでございますが、この

足立区地域保健福祉計画の記載事項の大半は、

地域保健福祉全体に関わる理念や方針である

ため、足立区地域保健福祉推進協議会の場で議

論いただくことが望ましいと考えております。

２点目は、イでございます。足立区地域保健福

祉計画策定部会は、次のページに名簿もござい

ますが、構成人数が非常に多く、この本協議会

とあまり構成のメンバー変わらないというこ

とですので、この本協議会の場で議論していき

たいと思っています。 

 資料の括弧３でございます。策定部会の今後

の扱いでございますが、次期計画の策定を開始

する令和 10 年度中に、改めてこの部会の再開

についての審議をお願いする予定でございま

す。 

 説明は以上でございます。 

（菱沼会長） 

 御説明ありがとうございます。では、この件

につきまして、御意見、御質問等ございました

らお願いします。 

 よろしければ、私のほうから１点よろしいで

すか。 

 こちらについて、策定部会を推進部会にする

予定だったところを推進部会にせずに、本協議

会においてやるというところですね。人数が多

くてというところは、そうかなと思うのですけ

れども。 

 一方で、ほかの地域、私も幾つか関わらせて

もらっていますけれども、こういった計画の評

価を行うとなったときには、それだけで２時間

ぐらいかかるようなところもありますので、こ

の計画についての検討が、時間が限られてしま

うのではないだろうかという心配もあるかと

思っています。その辺りについて、進め方とし

て、こういう工夫を考えてみたいなことがあり

ましたらお願いします。 

（森田福祉管理課長） 

 会長がおっしゃるとおり、実際に議論すると

なると、ある程度人数を絞って集中的にやった

ほうが効率的だと思いますので、現在、考えは

ないのですが、今後、評価とかする際には、会

長等に御相談して、メンバーを絞るなり、そう

いう評価の部会をつくるなりというのは、その

とき検討していきたいと考えております。 

（菱沼会長） 

 ありがとうございます。もし可能であれば、

少人数の部会を設けていただいて、そこでしっ

かりと検討した上で、それをこの協議会のほう

にかけるなども一つの方法としては考えられ

るかと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 そのほかはいかがですか。 

 では、この件については、よろしいでしょう

か。では、よろしくお願いいたします。 

 失礼いたしました。この件について、あらか

じめ質問を出されている方はいらっしゃいま

したでしょうか。 

（森田福祉管理課長） 

 事前に頂いている質問はございません。 

（菱沼会長） 

 先にそれをお伝えしなければいけなかった



ところ、大変失礼いたしました。 

 では、この件につきましては、この協議会と

して認めることといたしまして、この件につい

て、区長に答申をすることになりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 では続きまして、報告事項に入りたいと思い

ます。 

 まず、報告事項の１、重層的支援体制整備事

業推進の手引きの作成についてを大北福祉ま

るごと相談課長から説明をお願いします。 

（大北福祉まるごと相談課長） 

 福祉まるごと相談課長の大北と申します。よ

ろしくお願いいたします。 

 報告事項１の今日、席上で机上に配付させて

いただきました手引きの報告についてです。 

 まるごと相談課を立ち上げまして、この協議

会でも様々御報告してきたところですけれど

も、もうすぐ２年になります。この２年の取組

ですとか、改めて、まるごと相談課含めて、ど

ういうことをやってきていて、どういうマイン

ドを持ってやっているかというところを含め

て取りまとめたものが、この手引きになります。

まるごと相談課だけはなくて、庁内の職員にも、

これを使って、まるごと相談含め、重層がどう

いうことを考えているかという部分ですとか、

今後一層まるごと相談を広げていく際に関係

する支援の機関の皆様にも、いま一度、改めて

こちらを使いながらも啓発を進めていきたい

と思っております。 

 少しめくって次のページといいますか、４ペ

ージを見ていただければと思うのですけれど

も。 

 まるごと相談課という名前なので、まるごと

相談をやることが、イコール重層支援体制の推

進化というところでは、そうではなくて、例え

ば社会福祉協議会に委託はしておりますけれ

ども、例えば地域づくりという名前で、例えば

高齢者分野と若者分野の例えば活動団体同士

が一緒にやるような機会を設けたりですとか、

この地域でＡという困りごととＢという困り

ごとがあったら、それをうまく間を取り繕えば、

何か新しいことができるのではないかとか、そ

ういったところも今、社会福祉協議会のほうで

今年度から動いています。その辺りも含めて、

この手引きというものを使いながら、より一層

重層を深めていきたいと思っています。 

 正式な印刷は、来年度、令和８年度に予定を

しておりますので、今日はあくまで見本として

皆様にもお配りさせていただいております。特

に参考編、資料編のほうでは、特に足立区の中

で今、複合複雑化した事案を庁内で検討する際

のシートというのですか、相談概要をまとめる

ようなシートもありまして、これは、かなりほ

かの現場等でも使えるものになるかと思って

おりますので、その辺りも含めながら、この手

引きを来年度、正式に印刷をして、この協議会

でも配りつつ、まるごと相談課の事業説明等で

も使っていきたいと考えておりますので、御報

告させていただきます。 

 私からは以上になります。 

（菱沼会長） 

 ありがとうございました。 

 続きまして、報告事項の２、地域包括支援セ

ンター扇の受託法人の変更について、報告事項

３、認知症施策の一環としての「徘徊」の表現

見直しについてを半貫高齢者地域包括ケア推

進課長から説明をお願いします。 

（半貫高齢者地域包括ケア推進課長） 

 高齢者地域包括ケア推進課長の半貫です。 

 では、報告事項２、５ページを御覧ください。 

 地域包括支援センター扇の受託法人の変更

について御報告いたします。地域包括支援セン

ターの事業の業務委託につきましては、令和７

年度、今年度から、年に３か所ずつ公募型のプ

ロポーザルで選定を実施しております。今年度

対象となったのが、地域包括支援センター扇、



東和、はなはたの３か所になります。このうち

包括東和と、はなはたにつきましては、受託法

人の変更はございませんでしたが、包括扇が受

託法人が変更になりましたので、御報告いたし

ます。 

 項番１に記載がありますように、新たな法人

は、社会福祉法人白寿会になります。法人が変

わりましたので、事務所も移転をいたします。

下に地図がございますが、本木新道の西郵便局

の並びになります。担当地域につきましては、

項番３のとおり、変更はございません。令和８

年の４月１日から令和９年の３月 31 日までの

契約期間となりますが、履行状況が良好な場合

は、最長５回まで更新をできます。 

 今後ですけれども、今まさに引き継ぎを行っ

ておりまして、４月１日から新たな法人で運営

をいたします。地域の方々が迷わないように、

地元の町会自治会にも御協力をいただきまし

て、回覧板や掲示板での周知を図っているとこ

ろでございます。 

 来年度以降も、年に３か所ずつ、プロポーザ

ルでの選定を実施していく予定になっており

ます。 

 では、続きまして、報告事項３、７ページに

なります。 

 認知症施策の一環としての「徘徊」の表現の

見直しということですが、令和８年４月施行で、

ここでもいろいろ議論をいただきました足立

区認知症とともにいつまでもこの町で条例が

施行されます。この理念に合わせまして、「徘

徊高齢者」という呼び方を見直しをいたします。

項番１に記載のとおり、「ひとり歩き高齢者」

といたします。 

 この徘徊という言葉が、目的もなくうろうろ

するという意味合いが強いということもござ

います。理由の括弧１にありますように、既に

日本看護協会の認定看護師、認知症の看護をさ

れる方々ですが、そこの育成の講義の中では、

もう「ひとり歩き高齢者」の表現を使用してい

るということでございますので、参考にさせて

いただいたところです。 

 今、区のほうでも、「徘徊高齢者」と使って

いるものは、順次「ひとり歩き高齢者」という

表現で見直しを図っているところになります。

４月１日から実施予定になっております。 

 報告は以上です。 

（菱沼会長） 

 ありがとうございました。 

 続きまして、報告事項４、足立保健所窓口等

運営業務委託の公募型プロポーザルによる事

業者の特定結果についてを網野衛生管理課長

から説明をお願いします。 

（網野衛生管理課長） 

 衛生管理課長の網野と申します。よろしくお

願いいたします。 

 私からは、報告事項４、ページでいうと８ペ

ージ、資料８ページになります。 

 こちら足立保健所窓口等運営業務委託の公

募型プロポーザルによる事業者の特定結果に

ついてというところで、プロポーザル選定委員

会における審査の結果、契約の相手方を特定い

たしましたので、報告させていただきます。 

 資料の項番１から３、業務名、目的、内容は

御覧のとおりになります。４、特定した相手方

なのですけれども、事業者名、株式会社ヒュー

マントラストという会社になります。６に現在

の受託者、書かせていただいております。株式

会社パソナ、こちらから事業者が変更になると

いうところでございます。 

 ページおめくりいただきまして、項番７、業

務期間でございます。移管準備、引き継ぎの期

間を経まして、括弧２、窓口の委託期間としま

しては、令和８年４月１日から令和 13 年３月

31 日までの５年間を予定しております。項番

８、提案価格ですけれども、20億円というとこ

ろ、こちらは５年間の委託経費及び移管準備経



費が含まれております。項番９、特筆すべき提

案内容、評価した理由、ポイントになりますが、

ナンバー１、こちら、ほかの自治体において実

績があるというところ、また、２番になります

が、具体的かつ明確な人員配置体制が計画され

ている、また、３番、長期的な雇用につなげる

取組が検討されている等が挙げられておりま

す。 

 ページおめくりいただきまして、項番 10、特

定までの経緯、委員構成、御覧のとおりになり

ます。11、今後の方針でございますが、引き続

き新規の受託者と協議を重ねまして、業務委託

の安定運営と区民サービスの向上を目指して

まいりたいと思っております。 

 次に、別紙１、別紙２として、評価結果つけ

させていただいておりますので、参考に御覧い

ただければと思います。 

 私からは以上になります。 

（菱沼会長） 

 ありがとうございました。 

 続きまして、報告事項５、東京都内共通受診

方式による１か月児健康診査・産婦健康診査の

実施についてと、報告事項６、令和８年度にお

けるＲＳウイルスワクチン接種の新規開始等

についてを三品保健予防課長から説明をお願

いします。 

（三品保健予防課長） 

 保健予防課長の三品です。よろしくお願いし

ます。 

 まず、報告事項の５から報告させていただき

ます。こちらは１か月児の検診と産婦の検診を

新しく実施するものでございます。 

 導入の背景ですけれども、出産後間もない方

というのは、いろいろ健康状態の変化もござい

ますし、それから母親とお子さん、両方の方に

対して切れ目のない支援体制を整備するとい

うことで、実は東京都全体で、これを行うもの

でございます。 

 １か月検診につきましては、ここに記載があ

りますけれども、公費負担としては 6,000 円、

それから産婦検診の方については、産後２週間

と産後１か月で２回なのですけれども、それぞ

れ 5,000 円ずつ公費を負担するものでござい

ます。東京都内で共通の受診券を作りまして、

それを使ってもらう。ですので、使うことがで

きるのは、足立区だけではなくて、東京都内で

あれば使えるというものでございます。 

 ただ、一つ問題がありまして、これ４月から

実施していただきたかったのですけれども、10

月からの実施になってございます。その理由が、

次のページの上段に書いてあるのですけれど

も、東京都の国民健康保険団体連合会というと

ころがありまして、これは各医療機関からレセ

プトをもらって、内容を点検して、その金額を

各保険者とか自治体に請求するという機関が

あるのですけれども、そこのシステム改修が４

月だと間に合わないということで、10 月から

になってしまうということでございましたの

で、やむを得ず、東京都全体が 10 月になって

います。 

 このページの下のところに、問題点、今後の

方針が書いてありますけれども、そうすると、

４月から９月に生まれたお子さんはどうする

のという話が出てきますので、そこは区独自で

補助をしたいと考えております。一旦自費には

なるのですけれども、医療機関で受診してもら

って、そのときの領収書を持ってきていただけ

れば、後払いで精算させていただきます。金額

については、先ほどの１か月検診 6,000円と産

婦検診 5,000円ですけれども、ここの金額まで

は、公費で負担させていただくというものでご

ざいます。 

 次に行きまして、報告事項の６でございます。

こちらは令和８年度におけるワクチンの接種

体制に関するものでして、この中で一番大きい

のが、１番目に書いてあります妊婦へのＲＳウ



イルスワクチンの接種でございます。これは非

常に変わっていまして、本当はお子さんがＲＳ

ウイルスに感染すると、呼吸器感染症になって、

なおかつ、生まれてからすぐから６か月目まで

にかかると重症化しやすいといわれているも

のなのですけれども、お子さん、すぐで生まれ

てからワクチンは打てないものですから、妊婦

の方にワクチンを接種して、胎盤を通して抗体

をお子さんに移す。そうすると、生まれながら

にして、お子さんは抗体を持った状態で生まれ

てくる非常に特殊なワクチンでございます。こ

れが定期予防接種に認められましたので、４月

１日から全国で行うものでございます。 

 次が、高齢者に対しての肺炎球菌ワクチンで

す。これは今 65 歳の方と、60 から 64 歳で一

定の障害のある方、基礎疾患のある方に行って

いますけれども、ワクチンの種類が変わります。

ＰＰＳＶ23 から新しいワクチンのＰＣＶ20 に

入れ替わります。これは４月１日でそっくり入

れ替わるものでございます。これも全国展開で

同じでございます。 

 次のページ、16ページ目になります。 

 これは、ＨＰＶワクチンの女性に対するＨＰ

Ｖワクチンでございます。今、ワクチンの種類

が、２価ワクチンと４価ワクチンと９価ワクチ

ン、３種類あります。もちろん９価ワクチンが

一番新しいものなのですけれども、４月からは

対象になるのは、補助の対象になるのは９価の

みにする。事実上２価と４価は、ほとんど使わ

れていないので、もう９価に統一しますという

ものでございます。 

 それからもう一つが、男性に対するＨＰＶの

ワクチンでございます。こちらは定期ではなく

て、任意接種なのですけれども、東京都が半分

お金を出してくれていて、そこに足立区が２分

の１出していて、両方合わせて無料にしている

のですけれども、今度、東京都の予算を調べた

ところによると、４価だけではなくて９価ワク

チンについても、同じように半分補助を出して

くれるというのが出ていましたので、足立区が

半分、上乗せさせていただいて、９価ワクチン

についても無料にさせていただこうという内

容でございます。 

 以上でございます。 

（菱沼会長） 

 ありがとうございました。 

 続きまして、報告事項７、千住保健センター

仮移転の状況についてを平塚千住保健センタ

ー長から説明をお願いします。 

（平塚千住保健センター長） 

 保健センター長の平塚と申します。日頃より

大変お世話になっております。 

 私からは、千住保健センターの仮移転につい

て御説明をさせていただきたいと思います。 

 私ども千住保健センターが入っていた千住

庁舎なのですけれども、これから先で大規模な

改修を予定しております。その改修をしている

期間の検診事業等を行う場所を確保するため

に、このたび仮移転をさせていただいておりま

す。この３連休、先週末の３連休を活用しまし

て、もう仮移転のほうは済ませておりまして、

現状、今新しいところで検診事業等を行ってい

るところでございます。 

 仮移転先の住所等につきましては、項番１記

載のとおりでございますので、後ほどお目通し

をいただければと存じます。 

 仮移転の期間なのですけれども、これから令

和 10 年の５月末頃までを予定しておりまして、

千住庁舎の改修が終わりましたら、私どもも千

住庁舎に戻るという予定でおります。 

 私からは以上でございます。 

（菱沼会長） 

 ありがとうございました。 

 続きまして、報告事項８、乳児等通園支援事

業所の認可・確認手続き等について、報告事項

９、足立区におけるこども誰でも通園制度の実



施内容について、報告事項 10、保育提供体制の

確保のための実施計画についてを齋藤保育・入

園課長から説明をお願いします。 

（齋藤保育・入園課長） 

 保育・入園課長の齋藤と申します。私からは

３件、御報告をさせていただきます。 

 まず１件目、報告資料８、18ページでござい

ます。 

 乳児等通園支援事業所の認可・確認手続き等

についてでございます。恐れ入ります。こちら

の説明の前に、資料の訂正を３点させてくださ

い。こちらなのですが、項番１の括弧１、対象

事業者数ということで記載をさせていただき

ましたが、幼稚園の数が今 33 で御報告をさせ

ていただいていますが、32になります。それに

伴って、合計施設数 61 施設ということになり

ます。御修正よろしくお願いいたします。恐れ

入ります。 

 続きまして、ページで言うと 26 ページにな

ります。施設ナンバー42番、チェリー幼稚園、

こちらが削除となります。恐れ入ります。御訂

正をよろしくお願いいたします。 

 続きまして、29ページの施設ナンバー61番、

ちぐさ保育園カノン千住園なのですけれども、

こちら０歳、１歳、２歳、それぞれ１、定員１

というふうな記載があるのですが、全体で１に

なります。大変申し訳ございません。御修正を

よろしくお願いいたします。 

 早速、御報告、入らせていただきます。こち

らの案件につきましては、令和８年度から実施

させていただきます、こども誰でも通園制度の

事業を開始するに当たりまして、実施施設を認

可・確認する手続きの御報告になってございま

す。先ほども申しましたが、実施施設につきま

しては、項番１括弧１、61施設で４月から実施

をさせていただきたいと思っております。こち

らにつきましては、認可と確認の作業をそれぞ

れ区のほうでさせていただきたいと思ってお

ります。基準の適合状況につきましては、別紙

１で記載させていただいたとおりの条例の内

容で、それぞれの事業者が要件を満たしている

かを確認、許可、認可させていただきまして、

４月１日から運用を開始させていただきます。 

 19 ページに記載をいたしましたが、本件に

つきましては、第３期足立区子ども子育て支援

事業計画のほうに記載が必要になりますので、

必要事項を記載させていただきたいと考えて

おります。こちらの御報告については以上です。 

 続きまして、報告事項９、ページで言うと 30

ページでございます。 

 こちらも、こども誰でも通園制度の実施内容

についての御報告になります。先ほども資料の

訂正をお願いしたところなのですが、項番１の

事業実施者数が、幼稚園が一つ手が下がりまし

たので、合計で 61 施設で実施をさせていただ

きたいと考えております。 

 項番２につきましては、事業者向けの運営費

等の補助内容をまとめさせていただきました。

実施するに当たって、事業者は人件費であると

か、光熱水費等がかかってまいります。こちら

について、運営費の補助をさせていただく内容

になってございます。公定価格、運営費補助、

それぞれ表に記載のとおりの補助を出させて

いただく予定です。括弧２番につきましては、

開設準備経費ということで、東京都の補助金の

制度を活用いたしまして、事業者のほうに助成

をしたいと考えてございます。 

 項番３につきましては、今後の予定というこ

とで記載をさせていただきました。今現在、申

請者の方からの受付をさせていただき、４月中

旬から各施設で実施ができるように今、準備を

しているところでございます。 

 最後、報告資料 10 でございます。ページで

言うと 32ページになります。 

 こちらにつきましては、保育提供体制の確保

のための実施計画についてになります。こちら



は、国の通知で、令和８年度から保育体制、保

育提供体制の確保のための財政支援を各自治

体がする場合には、この場で承認を得ることが

要件化されました。それに伴って、国のほうに

補助金を申請するために、御報告をさせていた

だくものでございます。 

 希望する財政支援につきましては、項番２に

記載をいたしました。安定した施設運営、そし

て保護者支援をしていくために、私どもといた

しましては、項番２に記載しました事業につい

て、財政支援を求めてまいりたいと思います。

詳細は資料を御覧ください。 

 私からは以上です。 

（菱沼会長） 

 ありがとうございました。 

 続きまして、報告事項 11、就学前教育・保育

施設整備交付金の申請案件（整備計画）につい

てと、報告事項 12、特定教育・保育施設（認可

保育所）の利用定員の確認についてを樋口私立

保育園課長から説明をお願いします。 

（樋口私立保育園課長） 

 報告事項 11 について報告させていただきま

す。件名、所管部課名は記載のとおりになりま

す。 

 こちらも先ほどの実施計画と同様に、国の補

助金を受けるために、こちらの会議に本案を提

出するものになっております。内容としまして

は、保育園等、認定こども園の施設の改修に係

る国庫補助の案件になります。 

 項番１、整備計画でございます。括弧１、聖

華こうどう保育園、こちらは施設の老朽化に伴

う建て替えになりまして、園の整備期間として

は、令和６年度から令和８年度の最終年度の８

年度の実施となります。括弧２、聖保育園、こ

ちらも老朽化による建て替えになりまして、整

備期間は、令和８年度から令和９年度の初年度

の対象になってございます。括弧３、東京白百

合幼稚園、こちらも老朽化に伴う建て替えにな

りまして、整備期間は、令和８年度の１年間に

伴う国庫補助を申請するものでございます。別

紙のほうには、各改築内容等の詳細を載せさせ

ていただいております。 

 次の報告事項 12 番、件名、所管部課名は記

載のとおりで、特定保育施設の認可のための利

用定員の確認についてになります。 

 項番１、新規に開設する園になります。こち

らがキッズハーモニー千住という保育園にな

りまして、場所が千住橋戸町にできますシティ

タワー千住大橋というタワーマンション、こち

らの１階に、60 人定員の認可保育所を設置す

るものでございます。開園はこの４月１日を予

定しております。 

 項番２、運営事業者を変更する園になります。

対象の園がソラストたけのつか保育園、それと、

ソラストあだち東和保育園の２園になります。

こちらの保育園については、現在の運営事業者

が株式会社ソラストというところでございま

すが、令和８年４月１日にこちらのソラストが

保育園運営をするための完全子会社を設立し

まして、この２園の運営が株式会社ソラストキ

ッズネクストに変わるということになってお

ります。法人の体制が変わるということですの

で、中で働いていらっしゃいます保育士の方と

か園長先生等には変更はございません。また、

定員についても変更等はございません。資料別

紙１については、千住地域における保育定員の

需要見込み、別紙２については、法人変更に伴

う確認申請書を添付させていただいておりま

す。 

 私からは以上でございます。 

（菱沼会長） 

ありがとうございました。 

 続きまして、報告事項 13、特定教育・保育

施設（私立幼稚園）の利用定員の確認について

を小田川幼稚園・地域保育課長から説明をお願

いします。 



（小田川幼稚園・地域保育課長） 

 幼稚園・地域保育課長の小田川でございます。 

 報告事項 13、私立幼稚園の利用定員の確認

について、56ページを御覧ください。 

 学校法人はなぞの学園、はなぞの幼稚園は、

令和８年４月１日より、子ども子育て支援新制

度園への移行を希望されております。現在の私

学助成園としての認可定員は、項番１括弧３に

記載の３から５歳児で計 260 人となっており

ますが、令和８年からの新制度移行の際の利用

定員につきましては、括弧５に記載の直近３年

間の利用実績を鑑み、括弧４に記載の満３歳児

から５歳児、計 104人とし、施設型給付費の単

価水準を決定してまいります。 

 次に、項番２、利用定員の確認につきまして

は、区が職員配置及び面積区分を確認した結果、

令和８年４月１日より新制度に移行すること

は、問題ないことを把握しております。 

 私からは以上でございます。 

（菱沼会長） 

 ありがとうございました。 

 続きまして、報告事項 14、令和８年度学童保

育室の入室申請受付状況等についてを久保田

学童保育課長から説明をお願いします。 

（久保田学童保育課長） 

 学童保育課長の久保田でございます。 

 項番１の令和８年度学童保育室の入室申請

受付について御報告いたします。来年度に向け

て９施設開設を準備しておりまして、受入れ可

能数を 282 人増やしているところなのですが、

申請者数も年々やはり増えてきているという

状況でございます。 

 また、項番２、新しく医療的ケアの児童の受

入れを学童保育としても始めてまいります。来

年度につきましては、現在、保育園や小学校で

ケアを受けているお子様方の中から、受入れの

希望をしている２名、血糖値の測定とインシュ

リンの投与を行います。ケアの実施者は訪問看

護師で、小学校に訪問する訪問看護師が、同じ

ように学童保育室に行ってケアをするという

形でやっていきます。 

 続きまして、項番３です。こちらは特別延長

保育の開始というところで、来年度は、区直営

の下記の四つの学童保育室について、特別延長

を開始いたします。これによって、今、区内に

あります学童保育室の約半数が特別延長を実

施しているという状況になってございます。 

 私からは以上でございます。 

（菱沼会長） 

 ありがとうございました。 

 続きまして、報告事項 15、足立児童相談所内

へのこども家庭相談課の係新設についてを小

森子ども家庭相談課長から説明をお願いしま

す。 

（小森子ども家庭相談課長） 

 資料 59ページでございます。 

 令和８年４月１日より、足立児童相談所内に、

私ども子ども家庭相談課の係を新設いたしま

して、児童相談所とのさらなる連携強化を図っ

てまいりますという御報告でございます。 

 足立区では、令和６年 10 月より、児童相談

所内に分室という形で職員３名を置きまして、

児童虐待の初期調査対応を既に行ってまいり

ましたけれども、令和８年度からは、その分室

を拡大する形で、職員６名を置きまして、係を

新設いたします。係の中では、従来の業務に加

えまして、児童相談所に通告があったもののケ

ースの一部をこちらの係のほうでケース化し

て対応していくということでやってまいりま

す。これによりまして、足立区における児童虐

待対応のさらなる支援体制を強化いたしまし

て、お子さんと家庭をより早く適切な支援につ

なげてまいりたいと考えております。 

 報告、以上でございます。 

（菱沼会長） 

ありがとうございました。 



 報告事項は以上となります。あらかじめ委

員の方から提出された質問について、事務局か

ら御案内いたします。その後、区担当者から質

問に対する回答をお願いします。 

（森田福祉管理課長） 

 お一方、事前に御質問頂いています。足立区

手をつなぐ親の会の佐藤委員からの御質問で

す。資料７ページでございます。報告事項３に

ついて、認知症施策に関連した御質問です。 

 足立区には、２万人くらい認知症の方がいら

っしゃるので、行方不明者も多いそうですが、

年間何人くらいの方が探されているのでしょ

うか。また、徘徊高齢者捜索情報ネットワーク

事業のおかげで、無事に見つかる人は何割くら

いなのでしょうかという御質問です。 

（半貫高齢者地域包括ケア推進課長） 

 では、高齢者地域包括ケア推進課長のほうか

ら御回答させていただきます。 

 まず、一つ目の行方不明者の数ですけれども、

足立区のほうでは把握はできておりません。今

回、警察のほうにもお伺いしたのですけれども、

お答えはいただけませんでした。申し訳ありま

せん。 

 続いての徘徊高齢者捜索情報ネットワーク

事業の実績ですけれども、令和５年度から７年

度直近、令和８年の３月 23 日時点の３か年の

実績になりますが、依頼総数は 48 件、このう

ち無事保護といいますか、いなくなったと思っ

ていたのに、おうちの中にいたですとか、御近

所にいたという方も含まれます。その方は 45

件。発見された方は１件で、いまだ不明の方が

２件という実績になっております。 

 以上になります。 

（菱沼会長） 

 ありがとうございます。佐藤委員、よろしい

ですか。何かコメントございましたらば。 

（佐藤委員） 

 お答えありがとうございました。区議会の厚

生委員会さんのほうで、この「徘徊高齢者」を

「ひとり歩き高齢者」と言い直すという話の中

で、松戸市のほうでは、防災無線で放送がかか

っていたりするのですけれども、足立区では、

そういうことしないのですかという質問があ

ったときに、足立区は認知症の方もいるから、

行方不明者も多いから、防災無線だと、しょっ

ちゅう無線が鳴ってしまうみたいなお話があ

ったのですけれども。でも、実際に行方不明の

方は、きっと警察のほうに届けられて探された

りしているのだと思うのですけれども。その中

で、社協さんとかでやっている徘徊高齢者捜索

情報ネットワーク事業のほうは、３年間で 48

件ぐらいということなので、１か月に１回ある

かどうかくらいなのですか。その中でも、まだ

見つかっていらっしゃらない方もいらっしゃ

るということで、つまり、「徘徊」という言葉

を「ひとり歩き」という言葉にするというのは、

御本人に配慮されてよいことだと思うのです

けれども、１人で歩いている高齢者さんは、い

くらでも見かけるし、その方が実際に道に迷っ

ていらっしゃるのかどうかと、はたから見て、

なかなか分からないので、徘徊しているだけな

らいいのでしょうけれども、それが行方不明状

態になられたら、事件とか事故に巻き込まれた

りとか、それこそ、いまだに見つからないとか、

そういう大変なことになってしまうという危

機感が、この「ひとり歩き高齢者」と言われる

と、危機感がないなと思うのですけれども。そ

もそも徘徊という言葉と行方不明というのも、

別な話だということだと思いますので、つまり

行方不明になったときに、みんなですぐに見つ

けられる体制があるといいなと思います。 

 認知症の方もそうですけれども、知的障害の

人も、行方不明になったときに、年に数回ぐら

いＳＮＳとかで、誰々さんが行方不明というの

が回ってくるのですけれども、都内の各所の。

そういったつながりのある一部の人だけで探



しても、なかなか見つからないので、町のみん

なで探せるような状況があったらいいなと思

ったりします。 

（菱沼会長） 

 大事な御意見だと思います。ありがとうござ

います。今の御意見については、いかがですか。 

（半貫高齢者地域包括ケア推進課長） 

 今、佐藤委員がおっしゃっていただいたよう

に、今回「徘徊高齢者」を「ひとり歩き高齢者」

と言い換えるのは、認知症の御本人の方を配慮

してというところで、委員がおっしゃってくだ

さったとおりの思いで、今回言い換えをいたし

ます。 

 ただ、全て徘徊を言い換えるわけではなくて、

やはり危機感がないというところでは、ほかの

委員会ですとか、そういったところでも御意見

を頂きました。ですので、行方不明という言葉

を使ったほうがいい場合等もありますので、そ

こは、そういった形で言い換えはいたしていき

ます。 

 みんなで探せる体制がというのも、ごもっと

もな御意見だと思います。この捜索の情報ネッ

トワークも、社協さんを中心にやっていただい

ているところですが、御依頼の件数も、直近で

は 48 件という御報告でしたけれども、御連絡

があった場合には、そのネットワークを使って、

すぐに探すような体制というのはできており

ます。恐らく警察のほうには、捜索願という形

で出された件数というのは、警察のほうでつか

んでいらっしゃるかとは思いますが、電話で照

会しましたので、その辺もお答えいただけなか

ったというところでございます。 

 この認知症の条例も４月から施行されます

ので、それに合わせて、認知症の方が安心して

暮らせるようなチームづくりですとか体制に

ついては、今後もつくってまいりたいと考えて

おります。 

（菱沼会長） 

 ありがとうございます。この点に関連してい

かがでしょうか。 

 はい、お願いします。 

（佐々木委員） 

 足立区議会の佐々木でございます。 

 私もこういったことに関しては、随分といろ

いろ質問させていただきまして、例えば見守り

キーホルダーとか、それから徘徊高齢者という

言い方は、多分変わるのかもしれませんけれど

も、徘徊高齢者位置検索サービス、これに関し

ましても、かなり金額をアップして、基本的に

は、大手の警備会社のサービスが使えるぐらい

のところまで、今、充実はしてきています。 

 この間の予算特別委員会では、いわゆるスマ

ートタグ、紛失防止タグといいますけれども、

Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈでその人の位置を検索す

るというサービスがございますけれども、これ

は比較的小型なものなので、そういったものを

毎回ちょっと外出てしまうような方には、持っ

ていただいたらどうだというような提案もさ

せていただきましたが、これはあまり区は乗り

気ではなかったのですが、いずれにせよ、そう

いった様々なサービスを使えるということは、

多分、介護の現場の方々は、よく御存じでいら

っしゃると思うので、そういったことも使って

いただければというふうに思っています。 

（菱沼会長） 

 今、御意見をお伺いしたところでよろしいで

すか。いろいろな手だてがありますので。 

 じゃあ、山下先生。 

（山下委員） 

 足立区医師会の山下です。 

 徘徊という言葉の言い換えですけれども、数

年前からいろいろな自治体とか団体において

は、徘徊という言葉が侮蔑的な意味合いがある

のではないかということで、言い換えられてい

るというのが実情ですけれども。しかし、自治

体によっては、先ほど佐藤委員がおっしゃった



ように、徘徊というのは、ひとり歩きというよ

うな穏やかなものではない、これは下手すると

死につながるものであるから、もう少し緊迫感

が伝わるように、そういう穏やかな言葉に言い

換えるべきではないということで、言い換えを

しないというふうに現時点では決めている自

治体もございます。でも、現実としては、厚労

省をはじめ、いろいろな自治体でこういう言い

換えが起こっている。これ自体は、これから恐

らく数年かけて、みんななじんでいくしかない

のだろうと思いますけれども。 

 我々としては、一つは、介護とか医療の現場

においては、徘徊という言葉は、全く侮蔑的な

意味合いは込められていない、そういうふうに

感じる現場の人たちはいないと思います。むし

ろ、徘徊という言葉を聞いて思いつくのは、本

人が安全にこれから暮らしていくにはどうし

たらいいのかと、それを考えていかなくてはい

けない。 

 あともう一つは、家族が恐らく介護負担がか

なり大きくなっているだろうと、これをどうサ

ポートしたらいいか、現場で恐らくそういうふ

うに考えが向かっている。このひとり歩きとい

う言葉に言い換えることによって、徘徊という

言葉が差別用語ではないかというふうに捉え

られるのは、現場においては、まだまだこれか

ら使っていく人、あるいは使っていく文書、少

なからず、しばらく残るでしょうし、そういっ

た区民から、この徘徊という言葉を使っている

のは、おかしいのではないかというような意見

があったときに、行政としては、いや、そうで

はないということをちゃんと説明していただ

きたいというふうに我々は感じております。 

 以上です。 

（菱沼会長） 

ありがとうございます。では、お願いします。 

（半貫高齢者地域包括ケア推進課長） 

 高齢者地域包括ケア推進課長の半貫からお

答えいたします。 

 今、山下委員がおっしゃっていただいたよう

に、医療現場とかでは、医学としての言葉とし

て、徘徊というのは使われるかと思います。区

のほうでも、特別養護老人ホームの申請書の中

に、その申し込まれる方の状態を必要なケアと

か、そういったものを示す中に、やはり徘徊と

いう欄はございます。これまでも、ひとり歩き

というふうに修正するつもりはございません。

ここは徘徊として残します。ですので、ふだん

表現、使われる中、言葉として、「徘徊高齢者」

というのではなくて、そこは「ひとり歩き高齢

者」ということで、その場面、場面に応じた形

で使い分けはしていくことを考えております。

先ほど差別用語と取られないようにというこ

とで、行政として、しっかりこれからも説明は

してまいりたいと考えております。 

（菱沼会長） 

 ありがとうございます。この件について、介

護の事業所の方々もいらっしゃいますけれど

も。じゃあ、お願いします。 

（鵜沢委員） 

 介護サービス事業者連絡協議会の鵜沢です。 

 私も両委員の意見に賛成です。現場で徘徊と

いうのを、何か侮蔑的に感じることは全くござ

いません。じゃあ、ひとり歩きという言葉で、

この知識があれば、ひとり歩きでも、変わった

のだな、徘徊、もしかしたら危険な状態にある

のかもしれないと想像つきますけれども、受け

手側の問題として、中には、もしかしたら徘徊

という言葉に、認知症がその前は痴呆でした。

あれは字面からして、ちょっと侮蔑的な意味合

いが込められて、そう感じる方が多かったかも

しれませんけれども、今回は、そうでもないと

いうところだと思うと、なかなか定着はしづら

いだろう、この言い換えはというふうに思いま

すけれども。 

 一方で、そういった御意見があるのであれば、



適宜必要なところにおいては、この「ひとり歩

き高齢者」という字面があってもいいのかと思

います。 

 ただ、現場では、なかなか浸透しづらいだろ

うというのが、正直なところとしてございます。 

 それから、今でも捜索システムですか、社協

さんから通じて、事業所にも必ず捜索願という

のが届きまして、特に訪問系のサービスをして

いる事業所にとっては、一応その情報は伝達し

たり、できている事業所とできていない事業所

はあるかもしれませんけれども、あれは非常に

いいシステムだというふうに思います。そのシ

ステムを通じて発見という実績がどの程度か

分かりませんけれども、これはぜひ続けていた

だければというふうに思います。 

 佐藤委員からございました放送で、防災無線

でやるものに関しては、どうしても聞き取りが

難しいという問題が同時にあるものですから、

なかなか効果としては、どうなのかというふう

に感じてしまうところは正直ございます。 

 以上です。 

（菱沼会長） 

 ありがとうございます。そのほか。 

 橋本さん。 

（橋本委員） 

 特別養護老人ホーム、橋本です。 

 特別養護老人ホームは、施設として、事業所

してなのですけれども、やはりまだまだ表現は

使っているのかなというのが実情であります。 

 ただ、ほかの自治体でも、こういった取組を

しているというのは言われていますので、使い

分けというところ、課長のほうからお話ありま

したので、そこをうまく使い分けて浸透してい

ければ、配慮というところも含めて、この表現

見直しというのは、推奨できるのかなと私は思

っております。 

 以上です。 

（菱沼会長） 

 ありがとうございます。そのほかいかがです

か。 

 西方さん。 

（西方委員） 

 西方と申します。 

 私、6,000歩以上は毎日歩いているのですけ

れども、それこそ、ひとり歩きなのか徘徊歩き

なのかって自分でも感じます。私、もう 10 年

以上、こうやって歩いているのですけれども、

やはり徘徊しているようなというか、ひとり歩

き、うちに帰れないという人は、２回ばかり遭

遇したことがあります。１回は、たまたま消防

車が通ったので、その消防車を止めて、消防車

に送ってもらったということがあります。あと、

せっかく私、ここまで来たのに、どうしてうち

に帰らなきゃならないのという人もいました。

そういうふうなことのために、声をかけながら

歩くというのが一番いいのではないかと思い

ます。 

（菱沼会長） 

 御意見ありがとうございます。御本人さんか

らすると、目的を持って歩いているから、徘徊

というわけではないだろうと。 

 ただ、周りから見たらば、非常に命の危険性

にもつながるところがある、心配だというとこ

ろです。そこをどう場面に応じて使い分けるか

というところが、これから検討するところにな

るかと思います。この件については、ほかよろ

しいですか。 

 先ほど佐藤委員さんからあったところなの

ですけれども、私としては、この問題について

は、例えば防災訓練、各地域の防災訓練に、ど

れくらい要介護の高齢者の方々とか障害者の

方々が参加することができているかどうかと

いうところが大事かと思うのです。要は、その

方が住んでいる身近な圏域で、その方を見かけ

たときに、声をかけられる関係性ができている

かどうか。先ほど西方さんは、声をかけてくだ



さっているというところですけれども。その方

が暮らしている地域で、まずは声をかけられる

かどうかというところが大事かと思うので、防

災訓練の中で参加することができているか、も

ちろん参加することが難しい方もいらっしゃ

るので、そういったときには、声をかけに行く

とか、個別の避難計画を作っていきましょうと

いうことが、自治体の努力義務にもなっている

ところでありますので、その個別の避難計画を

作るときに、地域の方々と一緒に作ることがで

きるかどうかなど、そういったところと結びつ

けながら検討していただけるといいと思って

おります。 

（西方委員） 

 今の話の続きなのですけれども、結局、自助、

公助とあります。自分で自分を助ける、公助で

助けられる、公助が助ける。けれども、その間

に近所というものを入れて、近所の人が近所の

人を、なかなか出てこない、いつも買い物行っ

ているのにという人が来なくなった場合には、

孤独死のあれにも見つかるし、そういうことも

大事だと思うのです。近所も入れたらいいと思

います。 

（菱沼会長） 

 近所は、所じゃなくて助けるのほう。 

（西方委員） 

 所でも近助でも、どちらでも構わないです。 

（菱沼会長） 

 互助とか言いますけれども、そこを隣近所の

中での助け合いも大事だというところですね。

ありがとうございます。そのほかよろしいでし

ょうか。 

 では、ほかも御意見伺いたいと思います。そ

のほか、どういったところでも構いませんので、

御意見、御質問ございましたらお願いします。 

 先に岡田さんからよろしいですか。 

（岡田委員） 

 足立区議会の岡田でございます。 

 先ほど菱沼議長からもお話ありました避難

所運営訓練というか、防災訓練の件です。私も

今住んでいる東綾瀬というところで、地域の皆

さんと一緒に避難所運営訓練を行わせていた

だいております。そのときに感じることは、地

域の介護事業所さんなどは、あまり連携して避

難所運営訓練できていないというふうに感じ

て聞いておりました。例えば消防団ですとか、

近くの中学校の消火隊などとの連携はあるの

ですけれども、先ほど介護を受けている方々が

果たしていらしているかと、先日の避難所運営

訓練を振り返ったときに、もしかしたら、要支

援ですとか軽い形の介護を受けていらっしゃ

る方は来ているかもしれませんが、重たい介護

の支援サービスを受けている方は、お見受けし

ていなかったのです。 

 今、足立区内、避難所、小学校、中学校合わ

せると 100校近くありますので、避難所運営訓

練が全ての小中学校でできてはいないのです

けれども、ぜひ、お近くの避難所運営訓練です

とか、大体近くの町会、自治会の会長が中心と

なって避難所運営訓練を行っておりますので、

ぜひ連携してやっていただけるのがよろしい

のではないかと思ったものですから、その旨、

伝えさせていただきます。 

 それと、先ほど佐藤委員からもお話ありまし

た、ひとり歩きの件なのですけれども、先日私

も厚生委員会に入らせていただいて、４月から

始まる認知症とともにいつまでもこのまちで

条例ができたということで、先日、ランセット

という医学誌で、一番認知症につながる危険因

子が難聴ということで、耳の聞こえ、そういっ

た研究発表がなされて、先日、高齢施策推進担

当室長からも、しっかりと耳の聞こえのリテラ

シーを全庁挙げて進めてほしいというお話も

させていただいておりますので、引き続き皆様

とも一緒に、そういった認知症予防という観点

において進めていければと思っておりますの



で、引き続きよろしくお願いいたします。 

（菱沼会長） 

 今、２点御意見頂きました。これについては、

事務局の方いかがですか。 

（半貫高齢者地域包括ケア推進課長） 

 高齢者地域包括ケア推進課長の半貫です。 

 難聴のこと、認知症予防ということで、厚生

委員会のときにも岡田委員のほうから御意見

もいただいております。認知症、先ほども申し

上げましたが、条例が４月１日施行されます。

それに合わせまして、認知症施策、しっかりと

推進してまいりたいと考えております。その中

でも、この難聴の部分についても、しっかりと

加えて、皆さんに周知していきたいと考えてお

ります。 

（菱沼会長） 

 そうしましたら、もう一つの避難所運営訓練

については、これは恐らく要介護の高齢者の

方々は、福祉避難所というところで、施設のほ

うで対応されているところもあるのかと思う

のです。私のほうでイメージしたのは、避難所

運営訓練だけでなくて、要はそれをきっかけに

して、地域の方と認知症の方がどうつながれる

かというところを考えてもらえたらというと

ころもあります。何か福祉避難所のことで御意

見頂けるようでしたら、いかがですか。実際、

橋本さんのところでは。 

（橋本委員） 

 特別養護老人ホーム、橋本です。 

 福祉避難所訓練というところで、我々も２年、

去年、昨年度と訓練のほう参加させていただき

ました。２次避難所という立場なのですけれど

も、高齢、要介護の方を受け入れるというとこ

ろで、訓練を行っております。 

 実際訓練やっていて、やはり思ったのが、な

かなか思ったようにうまくいかないというの

が現実です。ベッド一つ取っても、段ボールベ

ッドを作ったりとか、あとテントを作ったりと

か、プライバシーを配慮してとか、いろいろな

ことをやっていて、非常にやって難しいと思っ

ております。 

 ただ一方で、やはり訓練を続けていると、こ

ういった問題点が出てくる、行政の方と一緒に

相談しながら、一つ一つクリアしていけば何と

かなるかというところで、今、施設でもやって

おります。やはり一番は、災害が起きないのが

一番いいのですけれども、起きてしまったとき

に、本当にそのとおりにできるかというのは、

まだまだ訓練必要なのかとは思っております

ので、もし可能であれば、行政の方も訓練を、

年に１回がその日になっておりますので、年に

２回とか、もし増えれば、そういったところの

訓練も対応できるようになるのかとは思って

おります。 

 体験としては以上です。 

（菱沼会長） 

 ありがとうございます。全てが福祉避難所で

対応できるということでもないところもある

ので、１次避難所において福祉的な配慮ができ

るようにしていくという視点は、それはそれで

正しいかと思います。 

 あともう一つ、家族と一緒に避難するとなっ

たときに、福祉施設だと、家族も一緒に避難し

てくるというところが可能なところと、そうじ

ゃないところもあったりするので、いろいろな

ことも想定しながら検討していくことになる

かと思います。 

 お願いします。 

（伊東委員） 

 福祉部長でございます。 

 福祉避難所の件、実際に、水害時になるので

すけれども、福祉避難所を開設する、福祉部が

担当する部分もございますので、ちょっとお話

しさせていただければと思います。 

 年に１回、福祉避難所の開設訓練というのは

やらせていただいているのですけれども、今橋



本委員からもお話があったとおり、定期的にや

るのですけれども、手順がなかなかうまくいか

ないという部分もあるのと、それは訓練重ねて、

こなせていくしかないのですが、あと大事だと

思っているのは、当事者の方の目線というか、

私たちのほうで、こういう形がいいだろうと取

りそろえてやったとしても、果たしてそれが当

事者の方、特に障害をお持ちの方だったり、高

齢者の方々にとって、その避難所の形がベター

な形になっているのかというところも、また別

の問題になっています。 

 去年、柳川委員に、実は避難所に訓練に来て

いただいて、そこでもいろいろなアドバイスを

頂きました。実際に夜中１人で動くという場面

もあるだろうけれども、そのときに実際その動

線に何か障害物がないのかとか、もう少し長い

時間、その訓練の場でやらないと、実際に避難

しているところのイメージが湧かないという

ような貴重な御意見も頂いて、今年度以降は、

その時間も延ばしたりして、ある程度避難所に

いるということをイメージよりしやすいよう

な形に訓練の内容も変えていきたいと思って

いるので、より多くの方、より障害や高齢者の

方、当事者の方々にお越しいただいて、いろい

ろな意見をまた頂きながら、改善を図っていき

たいというふうに思っているところです。 

（菱沼会長） 

 ありがとうございました。 

 私、先週、石巻、気仙沼に伺ってきたのです

けれども、やはり災害時は支援者も被災するこ

とになるので、いろいろなことを想定しながら

進めていただけたらと思いますので、よろしく

お願いします。 

 そのほかは、次よろしいですか、佐々木さん。 

（佐々木委員） 

 足立区議会、佐々木です。 

 重層的支援体制の整備事業の推進の手引き

ですけれども、この手引き自体は、実施計画と

しての性質を有するものということで、事前に

見ようと思ったのですけれども、ホームページ

にもなかったので、先ほど、さっと見ただけな

のですけれども。福祉まるごと相談課を中心と

して、非常に熱心に取り組んでいただいて、足

立区としては、かなりこの重層的支援体制整備

の事業が推進されているというふうに思って

います。 

 そこからさらに、多分、課題というか、広げ

ていくとすれば、例えば 20 ページのアウトリ

ーチを通じた継続的な支援体制とか、あとは去

年から始まったばかりの地域福祉コーディネ

ーターによる地域人材づくりとか、あとは多機

関協働というようなところで、何かこういうシ

ステムなども構築してやっていくということ

を書かれていますけれども。そういったところ

が、また大きくこの足立区が計画を推進してい

く上では、非常に大きな鍵になってくるのかと

思うのですが、そこあたりは、どのようにお考

えになって、今後展開されていくおつもりなの

かをお伺いしたいと思います。 

（菱沼会長） 

 では、お願いします。 

（大北福祉まるごと相談課長） 

 福祉まるごと相談課長の大北と申します。 

 今回のこの手引きも、あくまでまるごとを知

ってもらうきっかけと、さらに進めていくため

の実際の計画、例えば向こう何年、こういうこ

とをやっていくというものまで落とし込めて

はいないのですけれども、これまで取り組んで

きた２年をまとめつつ、どういった気持ちを持

ってやっていくかというところで少しまとめ

ました。 

 委員がおっしゃったアウトリーチ一つ取っ

てみても、正直、行けばいいのでしょうと思っ

ている部分が正直、最初はあったのです。言わ

れたら、そういう相談があれば、その御自宅に

行って、お話を伺えばいいと思っておったので



すけれども。実はアウトリーチも一つ間違うと、

来てほしくないタイミングで、こちらが行きた

い、行きたいというところと、やはり向こうは、

本当は来てほしくなかったですとかというこ

ともあったりするので、なかなかタイミングは

難しいというところが、思ったところがありま

す。親子の関係で、親が来てほしいと言ったか

ら行ったけれども、子は来てほしくなかったと

いうパターンが実はまるごとにもありまして、

親御さんからもかなり厳しいお言葉を、子供の

ほうからそうやって言われたので、次から訪問

は控えてほしいということもありましたので、

その辺りも含めて、やはり気をつけてやってい

かないといけないと、アウトリーチについては

思っています。 

 さらに、地域福祉コーディネーターについて

は、社会福祉協議会のほうに今年度２名置かせ

ていただいて、詳細な報告がこの場でできてい

なくて恐縮なのですけれども、コーディネータ

ー２名いるのですけれども、２名がかなり社協

のこれまで培ってきた地縁ですとか社縁です

とか、そういったところを生かしながら、困り

ごとを拾いつつ、こんなことができたらいいと

いうところですとか、あの施設使えるかもしれ

ないから、私たち話しかけてみようかとか、そ

んなところで少しずつつながりが生まれてき

ています。まさに重層の理念で、既存のものを

しっかり生かす。何でも新しいものを作るもの

ではなくて、既存の施設があって、そこに対す

るニーズがあれば、それをコーディネーターが

うまくつないでいくというところの事例も少

しずつ出てきておりますので、その辺りも少し

形にしながら、この協議会でも御報告をさせて

いただきたいと思います。 

 最後、多機関協働の部分では、これまで多機

関というと、他の機関というところの気持ちを

多くの機関が関わるのが当たり前にしていこ

うというところで、この手引きの一つ理念にも

しています。本当は、今、民間のほうでも、い

ろいろな重層の支援システムみたいなところ

が入ってきているので、今まるごとのほうでは、

特段システム等は、重層システムと名乗るもの

入れていないのですけれども、少し民間で使え

るようなものも今、営業も来ておりますので、

少しその辺りも研究しながら、ICT ですとか、

そちらの部分でできる部分はやっていって、人

が関わる部分は、まずは対面、アウトリーチも

含めて、しっかりやっていくというところを今

後ぜひ考えていきたいと思っております。 

 以上です。 

（佐々木委員） 

 ありがとうございます。福祉まるごと、年末

も相談を受け付けるというような形で、一生懸

命やっていただいています。福祉まるごとだけ

で、そこまでやっていると、いつか燃え尽きる

のではないかと思ったりもしますので、やはり

いろいろな形で、いろいろな機関と協働しなが

ら進めていくということが大事だというふう

に思いますので、よろしくお願いをしたいとい

うふうに思います。 

 あともう１点だけ、全く別のお話でございま

すけれども。保健所の窓口運営業務委託、公募

型プロポーザルでございますけれども、今まで

パソナがずっと運営をしていて、これ自体は、

非常にこの地域保健推進協議も、評価としては、

非常に高い評価を受けた事業者でありました

けれども。今回ヒューマントラストという会社

に変わります。この２月にこの事業者のメンバ

ーによる着服事案、不祥事が発覚をいたしまし

たけれども、パソナもそういった事案というか

不祥事というのは、いくつかあります。こうい

った業務委託する場合に、そういった情報漏え

いとか、お金の管理の問題とか、そういったと

ころで、じゃあ、この足立区側でそういったこ

とをきちっと防ぐ手だて、仕組みというのは整

っているのかというところをちょっとお伺い



させていただきたいというふうに思います。 

（菱沼会長） 

 お願いします。 

（網野衛生管理課長） 

 今、佐々木委員におっしゃっていただいた着

服事件のところをちょっと御紹介させていた

だきますと、先日報道もされまして、このヒュ

ーマントラストという会社が、横須賀市、横須

賀市の業務を受託している中で、それは従業員

がやったことなのですけれども、郵送業務、す

いません、今、正式な名前がちょっとあれです

けれども、郵送センターを受託しておりまして、

その件数を過小に報告をして、その分のお金を

恐らく着服していたと。今、警察が調べている

というところの報道になっておりますので、詳

細は分かりませんが、ヒューマントラストから

も、ホームページのほうでお詫び文とともに発

表がされているところでございます。その件が

報道されたときには、既にこのプロポーザル、

選定委員会も終了しておりまして、契約も済ん

でいるというところではあったのですけれど

も、区としましても、そのままではいけないと

いうところはございますので、現在このヒュー

マントラストに報告書、しっかり、その件をま

た二度と、従業員がやったこととはいえ、起こ

さないようにというところで、今、報告書を求

めているところでございます。その内容も確認

させていただきながら、足立区の業務委託の中

でどのような対策を取っていけるのかという

ところを、また事業者としっかり協議させてい

ただきたい。区としても、しっかり防ぐ手だて

をそこで考えさせていただきたいというとこ

ろはございます。それは、株式会社パソナのと

きの受託、現在もそうなのですけれども、一緒

でございまして、リスクとして、パソナのほう

から、しっかりと分析して、検証等も行ってと

いうところはやっていただいているところな

のですけれども、区としても業務の中で、何か

見落としがちなところはないかとか、そういう

ところはマニュアルも見ながら、一緒に確認を

していますので、しっかりと防いでいきたいと

考えております。 

 以上になります。 

（佐々木委員） 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

（菱沼会長） 

 そのほか、じゃあ先に横田さん、その次にお

願いします。 

（横田委員） 

 前回、この推進協の中の介護障害部会の中で、

地域包括支援センターのプロポーザルに関わ

って、意見がたくさん出されたのです。５ペー

ジの地域包括支援センター扇の法人の受託が

変わったということで、それに関わって、私こ

の間、東京 23 区の中のプロポーザルを導入し

ている区を調べました。このプロポーザルを利

用している、導入しているところは５か所しか

ありませんでした。そして、地域包括支援セン

ターの数が同等のところを練馬区と大田区を

調べましたけれども、練馬区の場合は、プロポ

ーザルを令和３年から始めていましたけれど

も、全部で 27 か所。区有施設の中にある包括

は 16 か所で、ここではプロポーザルを行って

いますけれども、特養に委託している包括のプ

ロポーザルはしていないということでした。足

立区の場合、ほとんど、区有施設にあるのは２

か所だけで、あと特養とか民間が 23 か所やっ

ているということでは、この間も心配の声がた

くさん上がっていたことなども、場所が変わっ

てしまうとか、職員が変わってしまうとか、い

ろいろな意見が出ておりましたけれども、なか

なか難しいのかなということもあります。 

 そして、大田区のほうも調べました。ここは

随意契約をしている事業者が、閉鎖になったり

撤退した場合のみ、プロポーザルをしていると

いうことなのです。あまりにも問題が起これば、



そこはプロポーザルをするということでした。

ですけれども、どこの包括も評判が良くて、プ

ロポーザルをしているところはないというこ

とで聞き取りをしました。 

 心配の声が上がるというのは、当然のことな

のだと思います。ですから、今始まったばかり

なので、急にどうのこうのというふうにはなら

ないと思いますけれども、やはりいろいろな包

括を受けている方の意見を聞きながら、今後検

討していっていただきたいということが一つ

あります。 

 そしてもう一つは、今度新しく４月から導入

されるこども誰でも通園制度の実施について

なのですけれども。ちょっとお聞きしたいのは、

４月から始まるこの現在の子供の登録者数を

お聞きしたいのと、それから、事故なく子供た

ちが過ごすためには、場所の問題、独立した場

所、お部屋がちゃんとあるのかという問題、そ

れから担当する方は、日々変わる子供たちが、

毎日通ってくるのではなくて、時々通ってくる

ということでは、やはり熟練した保育士の方の

力が必要なのだと思うのですけれども、その辺

については、しっかりしていただきたいという

意見です。 

 それからもう一つは、この情報連絡のところ

で一つ。情報連絡は、今日はやっていいのです

か。 

（菱沼会長） 

 それは、また次に行いますので、まずは。今

の２点ですね。まず地域包括のところについて

は、いかがでしょうか。 

（半貫高齢者地域包括ケア推進課長） 

 高齢者地域包括ケア推進課長の半貫からお

答えさせていただきます。 

 プロポーザルにつきましては、今この包括が

始まった平成 18 年当初は、まだ受託できる包

括、業務をできるところが少ないということで、

区のほうからお願いしますということの契約、

随意契約で結んできたところです。 

 ただ、昨今、様々な法人等事業者のほうで包

括が受けられる状態になってきているという

ところで、平等性というところから、プロポー

ザルの方式を導入しております。 

 ただ、今回やりまして、プロポーザルをやる

に当たっては、様々資料を出していただくので

すけれども、その負担というのがあるという御

意見は頂きました。この負担の部分につきまし

ては、検討して、御負担が少しでも軽くなるよ

うな形を取っていきたいというふうに考えて

おります。 

 ただ、プロポーザル対象になった法人からは、

これまで漫然と包括業務をやってきたけれど

も、今回のプロポーザルの件で、自分たちの包

括業務を見直すことができて、非常にいい機会

だったというような御意見も頂いたところで

す。今後もプロポーザルに関しましては、実施

していく予定でおります。 

 ただ、地域の方々、場所が変わってしまうで

すとか、人が変わるというような御心配がある

というのは、包括が変わるということで、地域

にお邪魔して御説明したときには、そういった

お話を私も直接伺いました。そこは丁寧に御説

明させていただきました。包括の引き継ぎでも、

今の事業所と、これから新しく請け負う事業所

の担当者が、それぞれ御自宅を回ったりという

ことで、顔つなぎ等もやっていただいておりま

すので、そういったところも含め、しっかりと

引き継ぎをやっていただくということで進め

てまいりたいというふうに考えております。 

（菱沼会長） 

 ありがとうございます。こども誰でも通園制

度について、お願いします。 

（齋藤保育・入園課長） 

 こども誰でも通園制度の御質問について、保

育・入園課長、齋藤からお答えさせていただき

ます。 



 まず、この制度なのですが、実際に申請して

いただいて、その認定という作業を挟みます。

３月 22 日現在で認定させていただいている０

歳児につきましては 118名、１歳児につきまし

ては 137名、２歳児については 119名、合計３

月 22 日現在 374 名の方の誰でも通園制度の認

定をさせていただいております。 

 そして、委員から御質問がありました事故な

くやること、独立したお部屋があるのかという

御質問ですが、この誰でも通園制度の仕組みと

いたしまして、余裕活用型というものと一般型、

要は専用室を独立でやるやり方、二つございま

す。 

 余裕活用型につきましては、実際の保育定員

に余裕がある保育施設については、その在園児

と一緒にやっていくやり方、そして、一般型の

専用室を設けるのは言葉どおりです。誰でも通

園制度の専用のお部屋を設けて実施する。あと

は、在園児混合といって、在園児と一緒に過ご

す、そういったやり方もございます。事故なく

もちろんやっていくことが重要になりますの

で、しっかりと専用の職員も採用させていただ

きますので、園の中でフォローしながらもちろ

んやっていくように、私どももサポートをして

いきますし、また、指導検査の部門と一緒に定

期的な検査も行ってまいりますので、大切なお

子さんの命をお預かりするというもとで、しっ

かりと対応しながらやっていきたいと考えて

おります。 

 以上です。 

（菱沼会長） 

 よろしいですか。 

 では、次お願いします。 

（細井委員） 

 高齢者在宅サービスセンターの細井です。私

のほうからも、今、横田委員からお話あった足

立区におけるこども誰でも通園制度について、

二つ御質問させていただきたいと思います。 

 こちらの制度については、全ての子育て家庭

に対する支援として、子ども子育て支援法に基

づいて新たにできたこども誰でも通園制度で

すが、足立区のこのこども誰でも通園制度の内

容を見ますと、国基準の月に 10 時間というふ

うに内容がなっています。実は私の周りにも、

就労していない子育ての方が結構いらっしゃ

いまして、この制度をぜひ使ってみたいという

方がやはり結構いるのです。 

 ただ、そこの中で、月に 10 時間、１日最高

８時間預けていたら、あと２時間しか利用でき

ない、１日５時間利用したら２日しかできない、

その辺のところで、この時間というものが短い

のではないかというふうに思っております。都

内のほかの区においては、例えば渋谷区は独自

の取組の中で、利用枠の上で最大で 64 時間月

に使えるのです。また、江戸川区では 40時間、

練馬区では 38時間、品川区でも 30時間最大使

えるというふうになっておりますので、そこで

今後、足立区におきまして、この利用ニーズが

高ければ、また、受入れ体制の整備が整う条件

の下、利用枠を拡大していく予定があるのかど

うかというのが一つ。 

 それからもう一つ、この誰でもという中から

いくと、医療的ケアが必要な子供さんを受け入

れられるのかどうか、この辺のところ、二つお

伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

（菱沼会長） 

 では、説明お願いします。 

（齋藤保育・入園課長） 

 保育・入園課長、齋藤からお答えさせていた

だきます。 

 まず 10 時間につきましては、私どものほう

も議論をずっとしていました。より長くお子さ

んを同じ施設でお預かりすることが子供のた

めにはいいだろうということで、私たちも他自

治体、先行してやっている自治体を参考としな

がら、10 時間以上お預かりできるかというこ



とも検討したのですけれども、より多くの方に

使っていただくということを、まずは来年度に

つきましては重視いたしまして。というのも、

事前のニーズ調査におきまして、令和６年度の

ときの調査なのですけれども、この制度を

1,800 人の方が利用してみたいというような

結果も出ております。私どもは、そのニーズ結

果に基づいて、ひとまず来年度につきましては、

確かに短いという印象を与えてしまうかもし

れないのですが、10 時間というところでスタ

ートをさせていただきまして、実施施設も拡大

をしながら、利用状況を見ながら、制度の拡大

に努めていきたいというふうに考えていると

ころです。 

 ２点目の医療的ケアのお子さんの受入れに

つきましては、誰でも通園制度の一つの特徴と

して、そういったお子さんをお預かりする内容

になってございます。来年度から、すぐ医療的

ケアのお子さんをお預かりできる体制は整っ

ていないのが実情なのですけれども、これにつ

いても、極力早めに体制の構築をしていきたい

と考えているところです。 

 以上です。 

（菱沼会長） 

 ありがとうございます。そのほかはいかがで

しょうか。 

 さのさん。 

（さの委員） 

 区議会議員のさのでございます。よろしくお

願いいたします。 

 私からも、誰でも通園制度について、質問を

させていただきたいと思っております。 

 確かに今年の３月の初めでは、1,800名程度

のニーズがあるということでございましたし、

あと実施園も 63 園というお話もございまして、

本日の報告で 62から、さらに 61に減ったので

すが、この１園が減ったその状況について、チ

ェリー幼稚園が減ったことについて、まず理由

について、お聞かせいただきたいと思いますが。 

（小田川幼稚園・地域保育課長） 

 幼稚園・地域保育課長から回答させていただ

きます。 

 チェリー幼稚園につきましては、誰でも通園

制度専用の職員が確保できなかったというこ

とで、今回、取下げの申請がございました。 

（さの委員） 

 ありがとうございます。今、先ほどの質問で、

3 月 22 日現在で 374 名の方からのこの施設の

利用希望があるということで、現実は 61 施設

に今とどまっている状況でございます。今後の

予定を見ますと、今日のこの地域福祉協議会が

終わった明日から、区のホームページで公開と

いうふうにございますが、こちらを受けて、今

後のスケジュールについて、まず、お聞かせを

いただけますでしょうか。また、希望者が多数

の場合の対応についても、併せて教えてくださ

い。 

（齋藤保育・入園課長） 

 齋藤からお答えさせていただきます。 

 本会議で承認を得ましたら、明日のホームペ

ージで実施施設のほうを公開させていただき

ます。実際に本日時点で 374名の方に利用のア

カウントが飛びますので、その方たちはホーム

ページを御覧になっていただいて、御自身が利

用になる施設に直接御連絡をしていただく、そ

ういったスキームになってございます。 

 ただ一方で、区立園につきましては、抽選と

いう形で、上半期、下半期に利用される方の抽

選システムを考えてございますので、区立園に

つきましては、ホームページ上の専用のオンラ

インシステムのほうで申し込みをしていただ

いて、抽選を行わせていただきます。 

 もう一つの希望者が殺到した場合につきま

しては、やはりどうしても一つの園でお預かり

できる枠が決まってございますので、大変申し

訳ございませんが、お待ちいただくような形に



なってしまうかと思っております。 

（さの委員） 

 ありがとうございます。今後やはり 61 園で

はなくて、本当に利用されたい方が、先ほど時

間も少ないというお声もございましたが、まず

は今年度 10 時間でということでございますの

で、希望者が利用できるように、この実施施設

の拡充ということも大変重要かと思いますが、

その拡充に向けて、今後何か検討されているこ

とはございますでしょうか。 

（齋藤保育・入園課長） 

 齋藤からお答えさせていただきます。 

 やはり希望の方が誰でもいつでも利用でき

る状態がベストですので、今年度、実際に手を

挙げてくださらなかった園も、実態を見て手を

挙げようかなというようなお声も頂いていま

すので、手を挙げていない事業者に対しては、

情報提供を行いながら、より多く手を挙げてい

ただけるような呼びかけは行ってまいりたい

と思います。 

（菱沼会長） 

 さっき御説明の中で、この協議会で承認をと

いうのがあったのですけれども、報告事項なの

で、意見聴取ということです。それで利用時間

とか利用できる場所の拡充を求めたいという

意見があったということでお願いいたします。 

 そうしましたら、お願いします。 

（馬場委員） 

 民間保育園連合会の馬場でございます。私の

ほうからも、誰でも通園制度について２点質問

させていただきたいのですけれども。 

 まず 20 ページの職員配置基準のところなの

ですが、満１歳以上３歳児未満で、おおむね子

供６人につき保育士１名以上となっているの

ですけれども。認可保育所の１歳児は、足立区

の場合５対１の配置が求められていると思う

のですが、誰でも通園制度の場合は、異なる基

準と考えてよいのでしょうかというのが１点。

もう１点ですけれども、先ほど利用施設の拡充

という話もあったのですが、実施方法なのです

けれども、令和８年度につきましては、一般型

専用室独立だけの実施募集となっていたので

すが、令和９年度以降、その他の余裕活用型で

あったり一般型在園児合同型であったりとい

うところも含めて、令和９年度から、どのよう

に考えていらっしゃるかというところをお聞

かせいただけますか。 

（菱沼会長） 

 では、お願いします。 

（齋藤保育・入園課長） 

 保育・入園課長、齋藤でございます。 

 １点目につきましては、おおむね６対１、通

常保育のものと違うのかということで、今この

記載のとおりでやらせていただきたいと思っ

ております。２点目の拡大につきましては、私

立保育園については、今年度、確かに一般型の

ことで募集をさせていただきましたが、８年度

以降は、その条件も緩和するというか、私立保

育園がより手が挙がりやすいようなやり方で

進めてまいりたいと考えております。 

（馬場委員） 

 ありがとうございます。 

（菱沼会長） 

 よろしいですか。そのほかはいかがでしょう

か。 

 じゃあ、こちらでお願いします。 

（片野委員） 

 足立区女性団体連合会の片野でございます。 

 私から質問させていただきたいのは、59 ペ

ージ、児童相談所内のこども家庭相談課の係新

設についてです。こちらのほうの項番１の括弧

２のところに、米印で「地域による身近な支援

が適切と想定され」と書いてあるのですけれど

も。これ具体的に地域による身近な支援という

のは、どのようなことを指すのか教えていただ

きたいと思っているのですが、お願いいたしま



す。 

（菱沼会長） 

 では、お願いします。 

（小森子ども家庭相談課長） 

 子ども家庭相談課、小森よりお答えさせてい

ただきます。 

 逆送致ケースと申しまして、主にはお子さん

の目の前での夫婦げんか、こちらは心理的虐待

に当たりますので、こういったケースは、足立

児童相談所が受理しても、区のほうで対応する

というルールになってございます。 

 また、このほかといたしましては、近隣から

の泣き声通告、こういったものも区のほうで対

応するというケースになってございます。 

（片野委員） 

 ありがとうございます。小学校に勤務してお

りますと、かなり児相案件とかが支援会議の中

で出てくるのですけれども。それと同じように、

もう終結したのという言葉もよく聞かれるの

です。ですので、これが係ができることによっ

て、もっとより丁寧な解決に向けて時間をかけ

ていくということにつながるのでしょうか。 

（小森子ども家庭相談課） 

 ありがとうございます。足立区の区の役割と

いたしましては、地域における寄り添い支援と

いうことですので、児童相談所が終結したケー

スにつきましても、区のほうで引き続き寄り添

って、きめ細かな支援ということを行っていく

ということで、役割分担をさせていただいてお

ります。 

（片野委員） 

 実際にきめ細かな支援というのは、最終的に

どこに着地を持っていくのかというところだ

と思うのです。それで、例えば泣き声通報があ

ったときに、それは多分１回何かしたからとい

って、すぐ終わるとは限らなくて、それを誰が

継続的に、そこを見ていくのかというところを

教えていただきたいと思うのですが。 

（小森子ども家庭相談課長） 

 泣き声通告に関しましては、私どもも直接近

隣を回りまして、状況のほうを確認してまいり

ます。お子様が特定された場合につきましては、

御所属などを確認いたしまして、学校、保育施

設、関係機関とも連携いたしまして、状況を確

認して、そちらと大丈夫だと、この家庭でした

ら大丈夫ですということで最終的に終結をさ

せていただくという流れになっております。 

（片野委員） 

 最終的に大丈夫だというところが、どの時点

で誰が判断するのかというところが、すごく曖

昧なような気がするのです。例えば学校側では、

まだ指導して見ていただいていると思ってい

たのに、学校とか保育施設とか、見られる時間

は限りがあるわけです。いるときには、例えば

虐待の跡がないかとか、そういうことは見られ

ていても、夜それがどう起こっているかは分か

らないわけで、その辺りのところの役割分担み

たいなもの、最終的にどこをどうしめたら終結

なのかということをお示しいただく、今日でな

くても構わないのですが、多分、施設側でも学

校側でも、すごく悩んでいる部分なのです。で

すので、その辺りきちっとした指針のようなも

のを出していただけるとありがたいと思いま

す。 

（小森子ども家庭相談課長） 

終結に関しましては、正直申し上げてケース

バイケースというところ、正直ございます。 

 ただ、私ども、終結に至っては、子ども家庭

相談課だけの判断ではなくて、先ほど御所属が

ある方につきましては、御所属の方ともしっか

り情報連携いたしまして、私たちは一回終結い

たしますけれども、所属のほうで見守りお願い

できますかと、また何かお子様の心配情報があ

りましたら、また御連絡頂けますかということ

で、私どものほうで一方的に終結という形は取

っていないということで認識をしております。 



（片野委員） 

 ありがとうございました。 

（菱沼会長） 

 ありがとうございます。緊急的な部分での関

わりが終わった後に、孤立しないかどうかとい

うことになると、これは終結ではなくて、ずっ

と続くところになります。そうなってくると、

例えば民生児童委員さん、主任児童委員さん、

あとは社協の地域福祉コーディネーターさん

によって、その親子が地域で孤立しないように

というところでは、次のところの支援者が受け

止めていくというところが大事かなと思いま

す。ありがとうございます。よろしいですか。 

 そのほかはいかがでしょうか。はい。 

（石渡委員） 

 報告事項の 15について、意見とお願いです。

私も他区の児童相談所に関わっていて、本当に

被虐待児の置かれている厳しい状況ですとか、

家族との複雑な関係性みたいなのが、本当に切

迫した状況があったりするのを見ておりまし

て、こういう係を設置するというのは素晴らし

いことだというふうに思います。これを設置し

たことによって、どのような成果があったかみ

たいなことをまた御報告いただけたらという

のがお願いです。 

（菱沼会長） 

お願いします。 

（小森子ども家庭相談課長） 

 連携させていただいた成果につきましては、

また皆様のほうに御報告できるように、準備を

させていただきたいと考えております。ありが

とうございます。 

（菱沼会長） 

ここの 59 メージの下のところは、実績の効

果としては、こういったこともありますという

ところでしょうか。59、あと 60 ページの効果

として。 

（小森子ども家庭相談課長） 

 そちらは、分室を設置したことによります効

果ということですので、今回委員の方から御指

摘いただきましたのが、係を設置したというこ

とになりますので、また一定の期間たちました

ら、係を設置したことによる効果ということで、

お示しをさせていただきたいと考えておりま

す。 

（菱沼会長） 

 分かりました。ありがとうございます。よろ

しいですか。そのほかはいかがでしょうか。よ

ろしいですか。 

 では、報告事項は以上にいたします。 

 続きまして、情報連絡事項に入ります。冒頭

で御説明しましたとおり、説明は省略をいたし

ます。あらかじめ委員の方から提出されている

質問について、事務局から御案内をいたします。

その後、区担当者から質問に対する回答をお願

いいたします。 

（森田福祉管理課長） 

 事前にお一方から御質問頂いています。中学

校ＰＴＡ連合会の笠井委員からの御質問です。

資料の 62ページを御覧ください。 

 情報連絡事項１の足立区子ども若者計画に

関するパブリックコメントの部分の御質問で

ございます。この 62 ページの下に表がござい

まして、意見の概要とかの考え方ということで、

表の２の若者支援の区の考え方のところでご

ざいます。ここに記載しています「若年者支援

情報をまとめ、若者サポートポータルサイトと

して区ホームページに掲載し、区のＳＮＳでの

発信を積極的に行う」とありますが、どういっ

たものでの発信をするのかを教えてほしいと

いう御質問。 

 もう一つが、その下のほうに書いてあります

あだち若者サポートテラスＳＯＤＡ、こちらの

実績はどうなっているかという御質問です。 

 三つ目が、その下の表の３番の意識啓発の欄

の区の考え方のところに記載されています子



ども真ん中応援サポーター制度のところで、

「子育て世代を支える意識をさらに醸成する

ためのより具体的な事業を展開する」とありま

すけれども、その具体的な事業というのはどう

いうものかということを知りたいという御質

問でございます。 

（菱沼会長） 

 では、お願いします。 

（濱田子どもの貧困対策・若年者支援課長） 

 今の御質問に対して、子どもの貧困対策・若

年者支援課長の濱田から回答させていただき

ます。 

 まず一つ目です。若年者支援についての情報

発信についての御質問かと思います。区のＳＮ

Ｓの発信というところですけれども、具体的に

はＦａｃｅｂｏｏｋですとかＸ、インスタ、Ｌ

ＩＮＥ等、区で実施しているＳＮＳについては、

全て活用させていただいて、発信していくとい

うことを考えております。 

 そして、二つ目の御質問です。あだち若者サ

ポートテラスＳＯＤＡの実績でございますが、

あだち若者サポートテラスＳＯＤＡについて

は、令和４年の７月から開設させていただいて、

事業のほうを実施させていただいております。

今、令和６年の実績になりますけれども、相談

者数については 374 人、相談件数については、

延べですけれども 4,172件ということで、実績

のほうを挙げてございます。 

 最後に、三つ目の質問でございますけれども、

こちら子供真ん中の考え方の意識醸成につい

ての御質問かと思います。こちら、現在も子供

の貧困対策についての意識醸成ということで、

様々な関係者の方に講演会ですとか研修を通

じて、意識啓発というのは行っておりますけれ

ども、引き続きこういった講演会とか研修を通

じて意識、子供真ん中社会の実現についての意

識啓発を図っていくといったことを前提に、そ

こに加えて、今、当課のほうで子供未来応援基

金という基金を活用して、様々な事業を行って

おります。例えば、そういった事業の活用事例

を企業様とか個人の方に情報発信することに

よって、例えば新たな事業の主体ですとか寄附

者といったところを増やしていくといったよ

うな形で、理解者を増やしていくといったよう

な活動も考えてございます。そういった活動に

よって、子育て世帯や子供若者を支える意識の

醸成を進めていって、より多くの支援者の方が

参加するような社会を目指していくというこ

とで考えてございます。 

（菱沼会長） 

 よろしいですか。ありがとうございます。 

 それでは、そのほかの方からもお受けしたい

と思います。先ほど横田さんからございました

でしょうか。 

（横田委員） 

 区議会議員の横田です。 

 情報連絡の３の 68 ページのところなのです

けれども、今回、後期高齢者医療保険料が１万

6,044円上がったということで、非常にこれも

物価高騰の中、高齢者の生活が非常に厳しくな

っているということを考えて、本当に何とかし

たいという思いがあるのですけれども。実際に

国の通達で、高齢者の保険料率が上がることで

すとか、今回からは子ども子育て支援金が導入

されたということもあって、大幅値上げとなっ

たということなのですけれども。この保険料は

広域連合で決まるということなので、ここでは

審議をしても仕方がないことなのかもしれま

せんけれども、高齢者の生活が、この保険料が

こんなに上がるということでは、非常に大変な

ことになってくるというふうに思っているの

です。それで、広域連合では、連合のメンバー

の中に、うちのただ議長も参加されて、メンバ

ーになっておりますので、２年後になってしま

いますけれども、何とか高い保険料を引き下げ

て、引き下げるとは言わないまでも、値上げを



しないように声を上げていただきたいという

ふうに思いまして、意見させていただきました。 

（菱沼会長） 

 御意見ありがとうございます。今の点につい

てはいかがでしょうか。 

 お願いします。 

（田ケ谷委員） 

 区民部長の田ケ谷でございます。 

ただいまの高齢医療の保険料、確かに非常に

毎回改定のたびに、金額が値上がりをしており

まして、高齢者の方々の負担が増えているとい

うことで、私どもも少しでも金額を、料金を減

らしたい、下げたいということで、都広域連合

とか担当部長会等で意見のほうを要望を上げ

させていただいて、様々な保険料の抑制の要請

を行ってまいりました。今回もかなりの基金の

充当であるとか、行いましたが、残念ながら、

これだけの保険料の値上げということになっ

ております。今後とも、委員からの意見があり

ましたとおり、我々と、あと議会から選出され

た委員も含めまして、今後とも保険料の抑制に

ついては、要望を上げていきたいと考えていま

す。 

 以上でございます。 

（菱沼会長） 

 ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

 そのほかはいかがですか。よろしいですか、

どなたか。 

 お願いします。 

（豊川委員） 

 学識、豊川です。報連絡事項のうち、死後３

日以降、以内に発見された場合に関するいろい

ろ統計が出ていまして、非常に興味深く読ませ

ていただきました。ページでいきますと 65 ペ

ージ、もしくは本日、もう一つは、添付資料の

12 ページ辺りになると思うのですけれども。

男性と女性別に、死後３日以内に発見されたと

きの発見者の割合というような情報があって、

これも非常に貴重なデータだと思って見てい

るのですけれども。よりどういう人が早く見つ

かって。大丈夫ですか。65ページです。本日の

資料の 65 ページのところなのですけれども。

死後３日以内に見つかった人と見つからなか

った人の比較をしたいと、調査分析的には思う

ところです。 

 ですので、例えば別添資料のほうの 12 ペー

ジですと、死後３日以内に発見されたときの発

見者割合と死後７日以内に分かれていますが、

そうではなくて、死後３日以内に発見されたと

きの発見者割合、左は残すものの、右のグラフ

をできれば３日以内に見つからなかったもの

のデータを出していただけると、もうちょっと

際立った差が、いろいろ検討できる情報が出て

くるのではないかというふうに思いましたの

で、御検討ください。 

 以上です。 

（菱沼会長） 

 お願いします。 

（橋本絆づくり担当課長） 

 絆づくり担当課長の橋本でございます。貴重

な御意見ありがとうございました。 

 この 12 ページで御指摘のとおり、まずは死

後３日以内の発見と７日以内の発見、この違い

を出してみたつもりでございます。 

 ただ、なかなかめり張りがあるような形で、

その違いがなかなか見て取れないようなとこ

ろが。ただ、例えば３日のところを見ていただ

きますと、家族親族の発見割合、死亡発見割合

というのが、いずれもトップなのですけれども、

男性の場合ですと 30 パーセントを割っている

のに、女性は 50 パーセント近いという違いが

見えてきたりですとか、その辺が死後７日以内

になってくると、もうちょっと非常に高い割合

が低くなってきて、ほかの割合が高くなってき

たりですとか、そういう違いがあえて確認すれ

ばできるというぐらいが、今回の集計と分析の



結果でございます。 

 今、委員からの発見できなかった人の割合と

いうものが、これは東京都の監察医務院から毎

年死亡者データを頂きまして、その結果という

ことでございますけれども、どこまで踏み込め

るかということも含めて、今後の研究課題とさ

せていただきたいと思います。ありがとうござ

いました。 

（豊川委員） 

 ちょっと僕の言い方が悪かったです。死後３

日以内に発見された人と、死後３日以降、例え

ば 30 日以内に見つかった人のグラフだったり

すると、確かにこのグラフからでも、今おっし

ゃったように、いろいろな貴重な情報は読み取

れるので、面白い結果だとは思っているのです

が、もう一つ行くと、よかったかなと思っただ

けです。 

（茂木委員） 

 地域のちから推進部長です。どうもアドバイ

スありがとうございます。こちら監察医のほう

からの情報提供でやっているのですが、その辺

工夫して、さらに見やすい資料を作れるのかと

いうのは検討させていただきます。どうもアド

バイスありがとうございます。 

（菱沼会長） 

 ありがとうございます。これ毎年出していた

だいていますけれども、とても貴重なデータだ

と思います。ほかの自治体だとなかなか、自分

の自治体だけでは出していなくて、東京都の監

察医務院が出したデータで見ていることが多

いので、足立区はそこから、足立区はどうなの

かということで、毎年分析されて出されている

のは大事かなと思っています。 

 そのほかはいかがですか。よろしいでしょう

か。 

 おおむね時間にもなりますので、では、ここ

までにさせていただきます。御協力ありがとう

ございました。 

 それでは、進行を事務局にお返しいたします。 

（森田福祉管理課長） 

 本日は、長時間にわたり御審議いただき、あ

りがとうございました。 

 お知らせがございます。委員の皆様の任期で

ございますが、令和８年７月 23 日までとなっ

ております。今回が、今の委員の皆様では最後

の協議会ということになります。２年間にわた

り会議に御出席いただきまして、ありがとうご

ざいました。専門部会を含む次期の協議会の委

員の選出につきましては、４月以降に事務局か

ら関係者の皆様に連絡の上、調整をさせていた

だきたいと思います。今後とも、よろしくお願

いいたします。 

 なお、次回の協議会は、令和８年７月 27 日

月曜日を予定しております。詳細は決まりまし

たらお知らせいたします。よろしくお願いいた

します。 

 また、本日お車でお越しの委員の方で、駐車

場に駐車された方には、駐車券の用意がござい

ます。お帰りの際に、会議室の外にありますす

こやかプラザの受付にお申し出ください。 

 それでは、以上をもちまして令和７年度第３

回足立区地域保健福祉推進協議会を終了いた

します。皆様、ありがとうございました。 

 

午後 3時 55分閉会 

 

 


